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会  議  録 

会 議 名 第３２期小金井市公民館運営審議会第１０回審議会 

事 務 局 公民館 

開 催 日 時 平成２６年９月２５日（木）午後１０時から１１時３０分 

開 催 場 所 公民館本館学習室ＡＢ 

出 席 委 員 
藤井委員長 佐々木副委員長 山田委員 小島委員 亘理委員 宮

澤委員 清水委員 立川委員 神島委員 

欠 席 委 員 今城委員 

事 務 局 員 
前島公民館長 山﨑庶務係長 若藤事業係長 大野主査 松本主査

倉澤副主査 和田副主査 村山貫井北分館長 

貫井北分館事業

運営受託者 
ＮＰＯ法人 市民の図書館・公民館こがねい 村山貫井北分館長 

傍 聴 の 可 否  可 傍 聴 者 数   ０名 

傍聴不可・一部不可

の場合は、その理由 

 

会 議 次 第 

１ 報告事項 

⑴ 都公連委員部会運営委員会、研修会について 

⑵ 科学の祭典を終えて 

⑶ 公民館事業の報告について 

⑷  その他 

 ア 関東甲信越静公民館研究大会参加委員について 

 イ 公民館の施設工事の終了及び今後の実施予定について 

 

２ 審議事項 

⑴ 公民館事業の計画について 

⑵ 生涯学習推進計画アンケートについて 

⑶ 公民館運営参考資料集（案）について 

⑷ 公民館貫井北分館利用者アンケートについて 

⑸ 公民館北分館評価項目等（案）について 

 

３ 配付資料 

⑴ 公民館事業の報告 

⑵ 公民館事業の計画 

⑶ 第２次小金井市生涯学習推進計画の評価に係る調査回答（案） 

⑷ 第９回公民館運営審議会会議録 

⑸ 月刊こうみんかん８、９月号 
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⑹ 委員部会運営委員会、研修会記録（７月分） 

⑺  科学の祭典報告資料 

⑻ 小金井市公民館運営参考資料集（案） 

⑼ 公民館北分館評価項目（案） 

⑽ 公民館貫井北分館利用者アンケート 
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会  議  結  果 

藤井委員長  定刻ですので、第１０回の公運審会議を始めたいと思います。まず最

初に、館長お願いします。 

前島公民館長  お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。どうぞ本日

もよろしくお願いいたします。 

藤井委員長  お願いします。 

前島公民館長  初めに、前回第９回会議録につきましては、先月審議会が無かったた

め、校正の際に確認を皆様方にとっていただきまして、既にホームペー

ジに掲載しておりますが、改めてご承認していただけますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

前島公民館長  ありがとうございます。 

 続きまして、本日お配りしている資料について確認させていただきま

す。 

山﨑庶務係長  本日配付いたしました資料を確認させていただきます。 

 まず、７月の委員部会の研修会の記録、青少年のための科学の祭典の

報告の資料、公民館運営参考資料集、これは山田委員からご提案いただ

いたものです。次に、公民館北分館評価項目等（案）、黄色い用紙の印

刷物で公民館貫井北分館アンケート、こちらは後ほど説明させていただ

きます。 

 以上です。不足がございましたら、お申し付けください。 

 

１ 報告事項 

 ⑴ 都公連委員部会運営委員会、研修会について 

藤井委員 長  それでは、報告事項から始めていただけますか。この研修会について

というのは、お手元の資料の「平成２６年度東京都公民館連絡協議会委

員部会」というタイトルで、３、４ページありますが、これは読めばよ

ろしいですか。 

亘 理 委 員  はい、そちらは７月開催分ですので、昨日開催の委員部会に出席して

まいりましたので、ご報告いたします。 

 第６回委員部会の運営委員会が福生市公民館で昨日、９月２４日に

行われました。第２回目の研修会は１１月２２日の予定です。その準

備として、候補の先生をまず絞らせていただきました。今のところ荻

野亮吾先生、東大特任教授、社会教育行政やコミュニティー、ボラン

ティア、市民活動などがご専門だそうですが、この方に昨日決まりま

したので、今後、この先生と打ち合わせをして、また日程が変わった

り、あるいは大きな表題は公民館の活性化についてと要望しています

が、またサブテーマができたり等変更があるかと思います。 

 それから、もう一つ、東村山市が都公連を今期限り、３月いっぱい

で脱退することになったということについて、昨日の都公連委員部会

ではかなり話し合われました。今でさえ１２市なので、１１市という

のは寂しいな、心細いなと思っております。 

 耐震工事を中央公民館でするそうなんですが、その８カ月間、休館
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になりますが、その間の職員の扱い方であるとかを考慮して、市長さ

んと教育長さんが決定されたそうです。公運審には何一つの連絡もな

かったと。それなのに、公運審は消滅するのかと思っていたら、つい

１週間前に、もう１期公運審をやるようにという、相談なしに通達が

来たと、そういうお話でした。 

 将来的には指定管理を目指しているのかなというような委員さんの

お話でした。昨日の主な議題はそのようなものでした。 

藤井委員長  ありがとうございました。これについて、もし何かご質問等あれば。

ありませんか。 

 

 ⑵ 科学の祭典を終えて 

藤井委員 長  次の議題ということで、「科学の祭典を終えて」。あのときは、参加

していただいた方、子どもたち相手に十分やっていただいたと思いま

す。詳しいことは山田委員、お願いします。 

山 田 委 員  詳しくはないんですが、今日配っていただいた中に、１枚物で両面コ

ピーがあるんですけれども、それで、表のほうは、実行委員長からの

出展者へのお礼の文書のコピーです。それは読んでください。１つの

事故も起こさず無事に終了することができましたと。 

 それから、今年は夏休み最終日ということもあり、市内の小中学校

に協力を呼びかけ、約２０作品の児童生徒の作品展示をひとつのブー

スでさせていただきましたと。 

 それから、その裏面が、我々のやった昔遊びの部の報告です。どれ

だけ人が来たかということなんですけれども、ここに書いてあるのが、

用意した材料がどのくらい残っているかというので、大体推定してみ

るとこんな感じで、ストローが一番よくなくなっています。８７人ぐ

らいの方が参加し、ストローは２つの工作で使ったんですけれども、

残数はゼロになっています。 

 あと、ぶんぶんごまも厚紙が１枚残っただけで、ほぼ使ったので、

７０人ぐらいかなと。 

 糸電話は、紙コップが結構余っていて意外だったんですけれども、

そんな感じ、意外だったという感じです。 

 それから、ブザーなんですけれども、高学年を対象に考えたのです

けれども、高学年が全然来なくて、小さな子どもが、あれをやってみ

たいとか言いながら、結局は保護者の方がつくるという感じでした。

だから、理屈もわからずにやっているという感じでしたね。 

 そんな感じで、使った材料の数というのは、次回の参考にしていた

だければと思います。 

 それから、前日、８月３０日に、いろんな注意事項とかいうのがあ

ったんですけれども、ミニ講演会が３０分ぐらい、テーマは「安全教

育と科学実験」というので、理科教員高度支援センターの吉原先生と

いう方にお話ししていただきました。理科の実験中に事故があったの

が年間２,４００件ぐらいだということで、ガラス器具が割れたとか、
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アルコールランプでやけどしたとか、薬品が目に入ったとかいうよう

な感じです。 

 それから、安全論ということで、絶対的安全というのは、例えばあ

る液体が何度になったら発火するとか、そういう絶対的に決まってい

るようなものを超えてしまったために起きるような事故ですね。確率

的安全というのは、大体確率的にどのくらい実験したらどのくらい事

故が起きるという、今までの確率です。 

 それから、潜在的危険というものもあるというお話でした。 

 それから、小中学校の科学実験における事故例というお話がありま

した。 

 それから、安全文化の構築をしていくためには、事前確認とか、そ

こに書いてあるような注意が必要だというようなお話がありました。

その後は、各出展者に対しての当日の注意事項がありました。 

 今年度の出展ブース数は１０２だということでした。 

 それから、最後の日の反省会には、私は時間がとれなくて、参加で

きませんでした。 

 以上です。 

藤井委員長  ありがとうございました。ちなみに来年は９月２０日、日曜日です。

またその時期がきたら、わいわいがやがやと楽しく検討していきたいと

思います。 

宮 澤 委 員  １つよろしいですか。 

藤井委員長  はい。 

宮 澤 委 員   気がついたんですけれども、当日のボランティアの人数なんですが、

８人から９人いらっしゃったんですよね、中学生とか。私、写真を撮る

ときに気がついたんですが、全員公民館のほうにお手伝いに回ってきて

しまったんじゃないかと思って、あれ、３グループの人数の割り当てだ

ったのではないでしょうか。結果的に、私も気がつかなかったんですが、

８人、９人来ていたときに、お手伝いしてくださっているのはよろしい

んですけど、宣伝もしないし、ただ皆さん集まってべちゃべちゃしゃべ

っていただけで、だから、糸電話のところも藤井委員長がちょこっと手

伝っていたようなときもあったんですよね。あまり協力的でなかった

し、ある女の子は手も出せずにずっと後ろで見ているんですよね。だか

ら、手伝ってと話したんですけど、何か圧倒されちゃって、８人のグル

ープに、そんなのは感じられました。いかがだったでしょうか。 

山 田 委 員   申し込みのときに紙に書いたのは、中学生２人、高校生２人と書いた

んですよ。 

藤井委員長  僕らのところでね。 

山 田 委 員  そうです。ですから、８人は予定より多いなと思うんですけど。 

佐々木副委員長  反省会のときもアンバランスがあるという反省があって、ただ、先生 

方のほうから、ボランティアなので、子供たちのやりたいという希望も

加味しているので、どうしてもうちで欲しいからそこにというふうなこ

とにいかなかったという説明もありました。うちを希望したかどうか
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は、そこまでは確認していないんですが。 

山 田 委 員  図書館とかのほうの方が公民館に間違って来たか、ちょっと気がつか 

なかったんですけれども、そうかもしれないですね。一応、４人しか希 

望していない。 

宮 澤 委 員   公民館とか、そちらのほうも手伝っていた雰囲気じゃなかったですよ

ね。写真を撮ったときに、みんな並んだときに８人全員、うちらのほう

に手伝っていた方でしたから。ちょっとそれを感じ取れましたので。 

藤井委員 長  たしか僕の記憶だと、社会教育委員のところにはいたという記憶はあ

るんだけども、図書館には見えなかったよね。 

宮 澤 委 員  写真のときにいらっしゃらなかった方がいたのですね。 

藤井委員長  やはり、何かつくるとかみんなと一緒に手伝うことについて、彼らが

多分、興味を持ったのでしょうね。これもまた、来年のときの参考にな

ればと思います。 

 科学の祭典はこれくらいでいいですか。だんだん要領がわかってきた

ので、来年度は僕らの最終年度なので、また何か新しいことなり加味し

てやっていきたいと思います。 

 

 ⑶ 公民館事業の報告について 

藤井委員 長  それでは、公民館事業の報告をお願いできますか。 

若藤事業係長  ではお手元の資料で、公民館事業の報告ということで、本町分館、緑

分館、貫井北分館の報告をさせていただいております。何かごらんい

ただいてお気づきの点がありましたら、ご質問をお願いいたします。 

清 水 委 員  すみません。ちょっと北町分館さんにお聞きしたいんですけど、若者 

コーナーの活動を体験させていただいて、募集方法と応募方法など、市

報やＫＩＴＡＭＡＣＨＩユースでされているようなんですけれども、各

市内の中学校にそういうのがありますよというお知らせとか、お手紙み

たいなのを配布というのはしてらっしゃらないんでしょうか。 

村山貫井北分館長  いえ、それはやっていないですね。学校を通じてのお知らせになりま

す。 

清 水 委 員  あ、そうですか。私、子供も市内の中学校に通っていまして、児童館 

などもそういったお知らせは来るんですね。こういった活動をしていま

すといって、募集していますというのがあるんですけれども、そういう

のが見当たらなかったので、そういうことをしてらっしゃるのかなと。

今後そういったことをされるのかどうなのかわからないですけれども、

学校にそういった手紙がもし配布されれば、若干子供たちも足を運ぼう

かなという、興味が湧くのではないかと思いましたので、一応ちょっと

発言させていただきました。 

藤井委員長  現在、公民館の行事について、学校に直接、書類その他は送っておら

れるんですか。 

若藤事業係長  本館につきましては、子どもの人権講座、それから子ども体験講座で

すかね、こちらについては、各小学校、中学校に配布しておりまして、

配付数については、全児童・生徒１人ずつ、合わせると７,０００通印刷
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して配布をしています。それをお子さんが持って帰って、親御さんにも

見せて参加いただくという方法もあるんじゃないかということで実施

しております。 

藤井委員長  ということは、学校に書類が行っても、別に学校側としては違和感な

いわけですよね。 

若藤事業係長  そうですね。教育委員会を通じて依頼をかけまして、各小中学校の校

長宛てに依頼を出しながら配布をしています。 

前島公民館長  一応、初めてやることであれば、今日、校長先生はいらっしゃってい

ないんですけど、校長会の会長さんなりにお声をおかけして、確認の上

やらせていただくという形がいいのかなと思います。いきなり行くと、

どういう趣旨なのかということで学校も困ってしまいますので、地域的

なことも含めていろいろあろうかと思いますので、とりあえず校長先生

の意見を聞きながらやったほうがいいと思います。ありがとうございま

す。 

藤井委員長  じゃあ、もし今後、参考になれば、北分館のほうも今のことで参考に

やってもらえればと思います。 

 この本町分館の歌声喫茶は、やっているのは本町分館だけじゃないで

すよね。ほかのところもどこかやっておられたんですけれども、これは

結構人気ありますか。 

大 野 主 査   いつも電話で先着順に受け付けておりますが、市報の募集と同時に、

その日か翌日には定員が埋まってしまいます。この報告の感想にも書か

せていただいたんですが、ほんとにもっとやってほしいという声が出て

おります。大変人気がある講座です。 

藤井委員長  そうですね。年齢的にも、平均年齢７４.２歳ということは、若いとき

歌声喫茶に行った方々の年代ですので。 

小 島 委 員  よろしいですか。今の歌声喫茶もそうなんですけど、受講者が、男女 

の参加人数差を見ると女性のほうがはるかに多くて、時間帯の原因もあ

るのかもしれないんですけれども、これは前々からこういう傾向がある

ものなんでしょうか。 

大 野 主 査   大体女性が多いですね。男性が少ないです。どうしても男性の方です

と、自分もそうなんですが、なかなか人前で歌うというところが苦手な

のか、そんな印象です。皆無ではないんですけれども、歌の得意な方は、

やはり男性の方でも積極的に来られていますし、つい先日、この歌声喫

茶、本町分館の事業から自主グループがちょうどできたので、貫井北分

館のほうで活動されていると聞いています。 

藤井委員長  確かに３人対３６人は圧倒されますよね。 

大 野 主 査   皆さん、歌声喫茶は単発で募集していますので、ほんとに初めからが

んがん歌いたいという方々ばかりです。先日も曲数が、前半１４曲、後

半が１２の２６曲ですか、皆さんそれでも歌い足りないというご意見も

いただいております。一応、中休みでコーヒー、ケーキはお出ししてい

るんですけれども、とにかく飲みながらでも歌いたいと。 

藤井委員長  盛況な講座ですから。 
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 あと何かありますか。 

山 田 委 員   いいですか。前にも言ったことがあるんですけれども、土曜とか、日

曜もあるかな、土曜か何かに東分館でやられた事業で男性の方が結構多

かったので、平日じゃないときにやると男性が多いのかなということを

発言した記憶があります。だから、そういうのをもう少し試みてみたら

どうかなと。 

藤井委員長  こういう講師の方の時間的な制限は結構あるんですか。ウイークデー

だけがいいよとか。それはあまりないですか。 

大 野 主 査   特には、まだ試みていないので、何とも申し上げられないんですけれ

ども、歌声も、高齢者学級にしても、どうしても男性の方が少なくて、

女性の方が多いですね。 

山 田 委 員   多いんですね。 

大 野 主 査   はい。どうも男同士だとちょっとというところがあるんでしょうか。 

宮 澤 委 員   この歌声のささいはるみ先生がすごく人気の方で、私も違うところ

で、土日のところでもあったんですよね。ですから、時間帯はまた変え

てみるのも１つの案ではないかな。ささいはるみさん自身が人気の方で

すので、その辺はちょっとたって、また新たな人員、いつものメンバー

でなく、新しい方にも参加していただくような方向で曜日を変えられた

り、夜にされるのもよろしいんじゃないかなと思います。 

亘 理 委 員  貫井北分館の若者コーナーで、人数は少ないですけれども、頑張って 

いらっしゃる様子です。やっぱりこういうことを地道に続けていけば、

これでいいんだなと私は思います。一番最初の若者コーナー、４ページ 

なんですが、これは、この間出ましたね、ソフトドリンクとオリジナル

カクテルの作成、これが小学生から８０代の方に参加いただきというの

がおもしろいんですが、この８０代の方というのは、そこにいらっしゃ

った方ですか。 

村山貫井北分館長  そうですね。フリースペース、もしくはおもいやりコーナーがありま

して、そこでいろいろ勉強されている方がいらっしゃったので、もしよ

ろしければということでお声がけをしました。 

亘 理 委 員   そういうことですね。 

村山貫井北分館長  ３世代が交流する場になっていまして、その結果、８０代の方にも参

加してもらって、本来の目的というのは、中高生、ちょっと上のお兄さ

ん、お姉さんとお話をしてということが目的で。 

亘 理 委 員   わかりました。以上です。 

神 島 委 員   ちょっとよろしゅうございますか。私、健康を害しまして、長いこと

休んで申しわけございませんでした。気にしながら、ブースのほうにも

伺うこともできないで失礼したんですが、北分館はいろいろご利用度も

多いし、それに一生懸命活動してらっしゃるお姿に感動したんですが、

苦しい財源の中で、小金井市がせっかく立派なものをつくられたので、

できれば多くの方にＰＲしていただきながら、今後も一層活動範囲を広

めていただくことが、私ども公運審の者に課せられたことだと思います

ので、その辺、よろしく役所のほうもご協力いただきながら、私どもも
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頑張りますので、ひとつ活発にご利用いただけたらと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

藤井委員長  ほかにないですか。 

 

⑷ その他 

 ア 関東甲信越静公民館研究大会参加委員について 

藤井委員 長  なければ、報告事項のその他、これは何かありますか。 

山﨑庶務係長  １０月に予定されています関東ブロック研究大会なんですが、１６日

開催の全体会に佐々木副委員長がご出席のご予定だったんですけど、ご

都合が悪くなられまして、その日、ご出席いただける委員の方がいらっ

しゃいましたら、お申し出いただければと思います。 

藤井委員 長  全体会の日程はいつですか。 

山﨑庶務係長  １６日の木曜日です。翌日１７日の分科会には亘理委員にご出席いた

だくことになっております。 

藤井委員 長  ああ、そうでしたね。１０月１６日でしたね。 

山﨑庶務係長  もしご都合がつく方がいらっしゃれば、お帰りの際にでも私のほうに

お申し出いただければ結構でございます。 

藤井委員長  ということで、ご都合つく方、連絡してください。ちなみに１６、１

７日両日、私も参加いたします。 

 

 イ 公民館施設の工事終了及び今後の工事実施予定について 

藤井委員長  以上ですか。 

山﨑庶務係長  公民館の工事の関係についてご報告させていただきます。ひとつは、

前回審議会が７月に開催された後の８月初旬に「貫井南分館の内窓設置

工事」を実施しました。２階の学習室と１階の集会室等の防音を強化さ

せるための内窓設置工事ですが、無事終わりまして、近隣への騒音が多

少緩和されたのではないかと思われます。 

 もう１点は、当初予算にはついていなかったものですが、ここ数年毎

年申請しておりました補助金の申請が今年度はとおりまして、９月の今

回の補正予算に計上し、議決されました「本町分館のトイレ等改修工事」

です。これにより、本町分館は、来年の１、２月の約２か月間閉館いた

しまして、トイレの改修工事をさせていただく予定でございますので、

一応ご報告いたします。 

 以上です。 

藤井委員長  わかりました。山田さん。 

山 田 委 員  貫井南分館の防音というのは、近所からの苦情とかがあったのですか 

。 

山﨑庶務係長  はい。 

山 田 委 員   何でそんな騒がしいのでしょう。 

藤井委員長  公民館の講座が騒がしかったんですか。それとも違うことですか。 

山﨑庶務係長  合唱や楽器の演奏など、音の出る活動で利用者がお使いになるときと

聞いています。貫井南分館が開館した当時と比較すると、周囲の住宅の
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数も増えています。近隣住民の方から苦情がありまして、その関係でご

ざいます。 

藤井委員長  よろしいですか。 

 

２ 審議事項 

 ⑴ 公民館事業の計画について 

藤井委員 長  それでは、審議事項に入りたいと思います。 

 まず、公民館事業の計画について、この縦長の表で見ていただけるか

と思います。北分館の高齢者学級はいっぱいになりましたか。 

村山貫井北分館長  今現在、２６名。募集した時期がこの時期だったということと、あと、

まだ貫井北分館での周知が徹底されていないのか、２６名という状況で

す。今後の課題になります。 

藤井委員 長  他の分館で定員オーバーしているということもあるので、貫井北分館

は若い方向けのようなイメージが発信されるというか、そういうのは若

干あるんですかね。 

村山貫井北分館長  そうですね。その辺、高齢者学級のほうで定員にならなかったので、

若者、やはり近くに大学とかがございますので、学校が終わった後、い

ろんな学生の方が集まるイメージをお持ちなのでしょうか。 

藤井委員 長  雰囲気としてね。 

村山貫井北分館長  公民館は何となく高齢者寄りの利用について、開館当初から若者の居

場所づくりと、あと集う場所というのも意図的にいろいろ仕組みをつく

ってやってきた結果、非常に若者が集う場、特に今、試験中ですので、

たくさんの方が、その前のところで３世代交流を目指していて、高齢者

の方が今度、おもいやりコーナーもあるんですけど、なかなかその辺が

立ち寄っていただけなくなると、また１つ課題が、そのバランスがちょ

っと難しいですね。 

藤井委員 長  かもしれませんね。まだ半年だから、１年、２年やっていくうちには

バランスがとれていくような気はしますけどね。 

村山貫井北分館長  先ほど報告しました事業の報告で、若者コーナー向けの事業を全部で

５本ほどやって、ただ、人数のほうは参加というのは少なくて、ちょっ

とずつ若者も参加しやすいものを、雰囲気づくりをつくってはいるんで

すけど、やはり難しいなと、そんなふうな感想です。フリースペースに

は若者がたくさんいるんだけど、なかなかこういうイベントには集まり

にくい。１回参加すると、意外と学校間の交流も生まれて、ちょっとず

つではあるんですけど、おなじみの固定される方も増えてきたので、こ

れをゆっくり回していきたいかなと考えています。 

藤井委員 長  なるほどね。 

宮 澤 委 員  宮澤です。よろしいでしょうか。貫井北町分館で、ちょっとこれを見

させていただいて、私自身が興味津々なんですが、健康づくり講座「即

興ダンスにチャレンジ！」とあって、夜で参加しやすいなと思って、

私も参加したいなと思って見ていました。サム・デュベルデルさんと

いう方はどちらの方でしょうか。一応ここに国名とかが書いてあると、
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即興ダンスでもどんな方向性なのかが少しは想像できるのですが。対

象が中学生以上というと、若者が多く参加するから無理かと思ってし

まったのですが。興味は湧きました。 

村山貫井北分館長  ありがとうございます。やはり健康づくり講座というのは、非常にヒ

ットするキーワードで、サムさんは、実はベルギーの方で、身長が高く

てかっこいい方で、非常に楽しいダンスの講座になるかなと思いまし

て、若干若者の方も多く参加していただけるかなと、募集中なんですが、

現在、最年少が２７歳、最高齢は７０歳。 

宮 澤 委 員   大丈夫そうね。 

藤井委員長  大丈夫です。 

村山貫井北分館長  アベレージ、平均が４０オーバー、４０代、５０代が、やはりダンス

で健康づくりというと、この時間帯でも若者より年齢の高い方が多い。 

神 島 委 員   これ、無料なんですか。 

村山貫井北分館長  そうです。北町ホールは大きいダンスミラーがございますので。 

神 島 委 員   そうすると、年齢層も違ってくると、指導者も大変ですよね。 

村山貫井北分館長  そうですね。今回、メールでの受け付けも試みて、なかなか市報を通

じてだと、中学生とかはまず見ませんので、今回、メールとかいろんな

方法で周知して、若者コーナーに来る方々に声をかけたんですけど、ふ

たをあけてみたら、実際４０代、５０代がほとんど、最高齢が７０歳で、

非常にダンスが楽しみだという状況です。 

宮 澤 委 員   経験なしでもよろしいでしょうか。 

村山貫井北分館長  大丈夫です。皆さん問い合わせで、私でも大丈夫でしょうかとかかっ 

てくるんですけど、全然問題なくて、楽しいダンスだと思います。 

藤井委員 長  参加していただいて、報告事項のほうでも報告をお願いします。 

  あとございませんか。なければ、今後も計画を続けていただいて、募 

集人員がいっぱいになるように努力してください。お願いします。 

 

 ⑵ 生涯学習推進計画アンケートについて 

藤井委員 長  その次に、生涯学習推進計画アンケートについて。これは館長。 

前島公民館長  少しだけ説明させていただきますが、別紙でございます。こちらは今

まで委員の皆様からいただいたものを、社会教育委員の会議のほうから

いただいたアンケートに沿った形でまとめさせていただいたものでご

ざいます。したがいまして、基本的には皆様のご意見がここに入ってい

ると考えていただければと思います。 

 説明は以上です。 

藤井委員 長  これについては、皆様方も読んでいただいたとは思うんですけれど

も、中身、それから考え方なんかはどうですか。僕が一番気になったの

は、３ページの下の（３）心身障害者理解教育の推進のところで、障害

者は排除すべきとなっていますね。これ、障害者という言葉を排除すべ

きでしょう。 

前島公民館長  そういうふうに理解していますけど。 

藤井委員 長  だから、括弧書きで障害者と書いたほうが、このまま流してしまうと
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変な意味にもとられかねないので、括弧書きか何か、かぎ括弧で、これ

は文章上の問題ですけれども、つけたほうがベターかなとも思うんです

けど。 

宮 澤 委 員   すいません。私もこれ、気がついたんですが、でも、項目に入ってい

ますので、なくてもいけるかと思ったのですが。 

藤井委員長  大丈夫ですかね。 

神 島 委 員  頭書きがね。 

宮 澤 委 員   はい。頭書きが。 

藤井委員長  それと一番最後のところの「食文化は世界人類すべて」云々という、

これ、ものすごい僕いいと思うんです。各分館でされている国際交流の

中身なんかで、食事のところが一番人気があると聞いているんで、やは

りこれは国の方がつくってくれた食事を食べるということはかなり人気

的にも、それからあと食べるということについてもおもしろいので、呼

んでくる人間にもよるんですけれども、無料にするか、有料にするかと

いう問題も出てくるんでしょうけれども、やはり食文化ということは公

民館の講座の中で大きな要素を僕自身は占めているようには思いまし

た。 

 これで一応５月に来た社会教育委員の会議からのアンケート、今月末

が回答締め切りですよね。 

前島公民館長  はい、そうです。 

藤井委員長  だから何もなければこのままの形で公運審として回答していきたい

と思うんですが、皆様、それでいいでしょうか。 

（「いいです」の声あり） 

藤井委員長  それでは、館長お願いします。 

前島公民館長  はい。 

 

 ⑶ 公民館運営参考資料集（案）について 

藤井委員 長  次は、公民館運営審議会ハンドブックについて。これはちょっと事前

に説明しておきますと、かなり前から山田委員から提案がありまして、

例えば公運審の委員に初めてなった方、各分館の企画実行委員に初めて

なった方、この方々に公民館というものをこういう形で理解してもらっ

たらいいなという視点で山田委員に長時間かけてまとめていただきま

した。 

 それでその現物としては、ここで今日配ったんですけれども、これか

らの予定としまして、９月から１２月までに我々と、一応山田委員と私

と、公民館からスタッフ１名出してもらって、中身を詰めていって、１

２月に最終版をまとめて、来年の１月、２月、３月の公運審の会議の中

で３分の１ぐらいずつ検討して、４月にハンドブックの完成という、ち

ょっと長いスケジュールで考えているんですけれども。読んでいただい

てここを直したらいいんじゃないとか、こういう問題を取り上げてもら

ったらいいんじゃないということがありましたら、山田委員なり私のほ

うに電話でも何でも結構ですので連絡していただければと思います。ま
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た公民館の担当者の方々と内容を詰めて、中身を変更することも十分可

能なので、とりあえずはよく読んでください。初めて委員になった方の

経験の浅い部分を補う手助けとなるように、今後、定期的に委員の顔ぶ

れが変わっていっても、公運審委員の活動が一定のレベルと継続性が保

たれるように役立ててもらえたらと思っております。 

 それで、来年４月にでき上がったときには公運審の委員はもちろん、

企画実行委員の方々にもお配りし、企画実行委員なり公運審の委員が改

選になったときには、新人の方に配っていって公民館はこんなところだ

よという形で理解し、引き継いでいってもらいたいと考えています。い

いですね。 

山 田 委 員  はい。 

藤井委員 長  ちょっと内容的な問題がありましたら、お願いします。 

山 田 委 員  今、お話しのあったように大分前からその必要性というのを感じてい

たんですけれども、何度かこの席でも言ったんですけれども、一応、

思いというのが、この案の目次の裏にはじめにというところでちょっ

と書いてあります。これは単に私の思いです。 

 この（案）は、福生の公民館運営審議会が作成した「公民館運営審

議会ハンドブック」と文部科学省の作成した「公民館」という冊子、

それから小金井市発行の「小金井の教育」、これらを参考にしてつく

ってみました。 

 ただ、私も書けないところがあって、まだ書いていないところもあ

るんです。見てもらえればわかるんですけれども、目次のところで第

３章の５、６、ここの「公民館で行う講座とは」というところと、「利

用者懇談会」のところ、ここは私が書けないので、最初削除したんで

すけれども、委員長のほうから「項目だけでも入れておいたら」とい

うご意見があったので入れたので、中身があまり書いてありません。 

 それから第６章の「公民館の新しい試み」というところは、これは

貫井北町センターのことで、経緯というところがちょっと書けなかっ

たんです。前に、公民館主催の地域センター施設研究講座「明日を拓

く地域センターを目指して」という１４回の講座の１回だと思うんで

すけれども、そういう経緯的なことを話されたのを記憶していて、そ

の資料を探したのですが、探し出せなかったんです。概要は、「小金

井を何個かのブロックに分けて貫井北町あたりにそういう施設が不足

しているのではないかということでつくった」というような経緯と記

憶しているのですが、資料で確かめることができませんでした。 

 そのように、中身が不十分なところもあります。今、言われたよう

に、読んでもらって皆さんから何かありましたら藤井委員とか私だけ

でなくて、公民館のほうにでも言っていただければ公民館からまた連

絡もらえれば、その意見をまとめて、また修正の検討をしたいと思い

ます。以上です。 

藤井委員長  はい。これボリューム的にも結構ありますので、別に今日、明日じゃ

ないので、何か時間があいたときにでもじっくり読んでいただいて、自
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分たちの経験だとか考え方だとか、そういうものを連絡してもらうな

り、ここはこういうふうに変えたらいいんじゃないとかも含めてお願い

したいと思います。 

山 田 委 員   それから第７章の参考資料というところなんですけれども、これは法

律集みたいなものです。だから、憲法とか小金井市の条例とか規則とか

というようなものをまとめてあるので、ここはただそれが入っているだ

けなので、紙数が多くなる、紙の無駄になるので、ちょっと皆さんには

全部はお配りしていません。だからそれはそういうものが入るというこ

とだけでご理解願います。 

藤井委員長  ここは決まった文章ですから直すわけにはいかないので。 

宮 澤 委 員  １つよろしいでしょうか。 

藤井委員長  はい。 

宮 澤 委 員   今、びっくりしたんですが、公民館の歌があるということを知らなか

ったんですが、これとてもすばらしいです。この歌を聞いたことござい

ますでしょうか。それとあと、何かレコードか何かあるんでしたら一度

聞いてみたい気がします。 

山﨑庶務係長  ございます。 

宮 澤 委 員   一度聞いてみたいですね、始まる前にでも。ちょっと、流していただ

けたら。 

山﨑庶務係長  探して、ご用意します。 

宮 澤 委 員  楽しみにしております。 

藤井委員 長  ハンドブックとかいうと、もうちょっとやわらかい表現かと思うんで 

すけれども、結果的にはそんなかた苦しい文章にはなってないし、すー 

っと公民館に興味のある方が読んでもらえる文章になっているのではな 

いかと、私は思っています。 

山 田 委 員  それでタイトルも、福生が「公民館運営審議会ハンドブック」となっ 

ているんですけれども、そこら辺も小金井市としてどういう名前にして 

いいのか、私にはよくわかりません。一応、参考資料集にしたのですけ 

れども、皆さんのご意見も伺いたいので考えてください。 

藤井委員長   これも３２期の公運審委員がつくったということで後々残りますの 

       で、そういうことも考えてご検討願えればと思っています。今日の今日 

では意見も出てこないかもしれませんが、持ち帰って読んでいただいて 

お願いいたします。 

小 島 委 員  ちょっと質問していいですか。 

山 田 委 員   はい。 

小 島 委 員  山田さん、福生の資料は何年頃つくられたものなんですか。 

山 田 委 員   ４年。４年か５年ぐらいですね。４年ぐらい前。 

 この前、小金井市の３者の研修会を緑センターでやったときにも、講 

師が福生市の公民館運営審議会の作ったハンドブック、これを引き合い 

に出されてお話がありましたけれども。多分、４年ぐらい前だと思いま 

す。 

小 島 委 員  公民館のハンドブックなのでこういう目次になるんだと思うんです。 
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けれども、今、現在、うねるように動いている生涯学習センターとかコ

ミュニティセンターとか、いろいろな形を変えた社会教育施設が出てお

りますよね。そこまで触れないと新人さんわからないんじゃないかと思

います。 

藤井委員 長  どう違うかということですね。 

小 島 委 員  うん。今後、公運審がどういう話し合いをしていくかにもかかわって 

くることなので、何かそれが付録的についているとありがたいのかなと

いう気はしないでもないですけど。 

山 田 委 員   公民館のかかわりで言うと、公民館とあと地域センターという、よく

武蔵野市さんなどにはコミュニティセンターありますよね。それとか、

そういうそれに類似したものですね。公民館とその類似施設のそれらの

違いということについては、何か多分こういういろいろな資料にあるの

で、そういうことは書けると思います。 

藤井委員長  単純に考えれば表をつくって書いてあげれば一番楽かもしれません

けどね。それでその気持ちとしては、公民館がナンバーワンだよという

思いを込めて表をつくるとかね。 

小 島 委 員  そうですね。委員長、うまいこと言いますね。 

山﨑庶務係長  先ほどの福生のハンドブックの作成時期ですが、ハンドブックには、

平成２１年度と２２年度にかけて公運審委員を務められた方たちの作

成となっていますので、平成２２年度中かと思われます。 

藤井委員 長  そういう問題を加えていくとかなり広範囲になりますよね。さっきの

亘理さんの話じゃないんですが、会から脱会するとかいう話も出てくる

と、そういうものはどこまでの範囲の中でするかいうのは。今都公連の

メンバーだって本来つくられたときよりも結構減ってるわけですね。 

山 田 委 員   そうですね。大分減ってきています。いろいろな市が抜けるとか抜け

ないとか、結構、委員部会でも問題になってました。 

藤井委員長  なってましたよね。 

亘 理 委 員  １５ページで都公連に参加数１３市町となっているんですが、八丈町 

も入れていつも数えているわけなのですね。 

山 田 委 員   そこら辺は見直すということで、見ます。 

亘 理 委 員  はい、よろしくお願いします。 

藤井委員 長  ちょっと聞いただけでも今のような話は出てくるので、１２月、長い

といってもすぐ来ます。連絡いただければと思います。じゃあ、この件、

これでいいでしょうか。 

 その次ですけれども、館長お願いします。 

 

⑷ 公民館貫井北分館利用者アンケートについて 

前島公民館長  はい、これよろしいですか。まず初めに黄色いほうの紙をごらんくだ

さい。こちら４月に貫井北センターがオープンしまして、およそ６カ月

というところになってきました。今後の運営に役立てるために貫井北セ

ンターの利用者のアンケートを実施させていただいております。 

 こちら公民館のものなんですが、図書館も同様に別の紙で、今日はご
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用意していないんですが、アンケートを実施しているという形でござい

ます。平成２６年の９月１７日から始めまして、１０月８日までアンケ

ート用紙は貫井北センターのほうで受付等に置きまして回収していく

という形でございます。今日、朝とってきて、７２枚集まってたという

ことなので、今後、まだ増えると思っております。ちょっと中身につい

ては、まだ見てないので何とも言えないところであります。 

 

⑸ 公民館貫井北分館評価項目等（案）について 

前島公民館長  続きまして、あわせてご報告というか、したいのが、もう１枚横の表 

       ですが、公民館北分館評価項目等（案）となっております。こちら、実 

はその６カ月たつということもありまして、一定の評価を行いたいなと 

考えております。評価項目につきましては、委託仕様書の内容から引っ 

張ってきて項目立てしたものとなっております。委託による運営ですの 

で、基本的には仕様書の内容ができているかどうかという形に現状なる 

のかなと思っております。 

        つくるに当たって、他の自治体の、先ほど出た生涯学習センターとか 

は指定管理でやっていたりとかするものですから、そういうものの評価 

を参考にしながら見ていたんですが、大体こんなものなのかなというと 

ころもあり、こういう形で各項目の評価をしていきたいなと考えており 

ます。 

        評価の方法なんですが、こちら総務省のほうでも民間委託の推進等に 

関する研究会報告というのがネットでも見れるんですが、こちらでモニ 

タリングについて説明されています。そちらを見ますと、基本的には自 

己評価中心にという形になっておりました。したがいまして、まず北セ 

ンター、北町のほうに自己評価をこの項目ごとにしてもらいまして進め 

ていきたいと思っております。 

        セルフモニタリングというのが一般的だと。さらに地方公共団体によ 

る随時の調査、利用者アンケート、意見・苦情の受け付け、住民モニタ 

ーと、こういった複数の方法を多面的に組み合わせてモニタリングを行 

う必要があると総務省の報告ではありました。多くの自治体でもモニタ 

リングを中心に位置づけてセルフモニタリングをして、それは自己評価 

ですので、それの根拠の裏づけとなるように外部の目から見ていくとい 

う方法をとらせていただきたいなと思っております。 

        なお、ちょっとここでこの表の真ん中を見ると公運審と書いてあるの 

で、これなんだろうというところになるんですが、実は、ちょっとお願 

いをしたいと思っているのが、公運審の皆様にも評価に加わっていただ 

きたいなというところでございます。先ほどのアンケートとセルフチェ 

ック、自己評価と、皆様の評価と、あと市の評価ということで総合的に 

評価していきたいと思っているところであります。仮にご協力いただけ 

るということですと、ちょっと日程的には裏面の下のほうに書いてある 

んですが、利用者アンケートが９月１７から８日。ＮＰＯのほうで自己 

評価していただくのはこの後ですね。なるべく早く始めて１０月上旬ぐ 
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らいまでには仕上げていただきたいなと思っています。 

 

 もし可能であれば皆様方のご協力をいただいて、６日から１０日ごろ 

のうちの１時間から２時間程度お時間いただきまして、実際に行ってい

ただいて、自己評価を見ながらチェックしていただくというのがいいの

かなと勝手な絵を描かせていただいているところでございます。 

 ただ、公運審の方のご協力をいただきたいというふうに申し上げたん

ですが、仮にご協力いただけるという形になった場合、ちょっと気にな

っているのが、委員の方の中にはやはりＮＰＯの方がいらっしゃると、

理事と正会員になってらっしゃる方がいるというところが、少し私とし

ては考えてしまうところでありまして、評価の方法からすると外部の目

の入っているという側面もありますので、ＮＰＯの委員さんにしていた

だくということが、一種、両方の側面があって自己評価の部分も入って

しまうような感じがして、果たしてどうなのかなというところがありま

すので、ちょっとそこら辺はご意見いただきたいと思っています。基本

的には今回ご遠慮いただいたほうがいいのかなという思いもあるとこ

ろであります。いかがでしょうか。この辺、評価項目ということでも結

構ですし、また、ＮＰＯの皆様、正会員、理事になってらっしゃる委員

の方のご協力はどうかというところを含めまして、ちょっとご意見いた

だきたいなと思います。まずご協力いただけるかどうかというところか

ら始めさせていただければと思いますが、いかがなものでしょうか。 

藤井委員 長  その前にね、表の一番右側、市というのはどこ、具体的には担当はど 

こがされるんですか。 

前島公民館長  公民館です。 

藤井委員 長  あ、公民館ですね。 

前島公民館長  はい。今日はお配りしておりません。この項目ごとの評価の視点とい

うか、そういうのは委託仕様書から引っ張ってくるような形なんです

が、こういった部分を見てほしいというものは用意させていただくつも

りです。正式には後日お配りしますので、今日はイメージだけでもお伝

えできればと思い、素案をご覧いただいています。基本的にはほぼ仕様

書から項目を引っ張ってきているというところであります。 

 加えて、毎回公運審、この公運審のほうでも報告させていただいてい

るような事業内容ですね、こういったところも主に見ていただければあ

りがたいかと思っております。 

 この項目の特に濃く塗ってある訪問調査というところを重点的にや

っていくようかと思っています。あとは自己評価中心にどうかというこ

とぐらいでチェックしていただく形で考えております。ほかの市の、ほ

かの自治体のものも参考にしていますが、そこまで細かくやって結果と

して出ているところは多くないと見ております。ある程度の評価をして

いくのがいいのかと思っております。なかなか公民館の評価という、そ

のものが難しいのでそういった形になるのかなと思っています。 

藤井委員 長  そうですよね。さっき館長おっしゃったように、公運審の視点でＮＰ
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Ｏの会員の方がどう評価するかですね、非常に難しい問題ですね。 

前島公民館長  そうなんです。どういうふうにとられるかということになってしまう

と思うんです。一方では、委員としての視点てやってもらえばいいじゃ

ないかというご意見も多分出てくるだろうなという思いもありますが。 

  逆に言うと、何か自己評価的な感じではないかのという見方もでてき

て、何かすごく悩ましいと。 

藤井委員 長  難しいね。 

神 島 委 員  質問です。よろしいでしょうか。訪問調査と書いてありますけれども、

組になって、例えば、２人１組と、役所の職員さん１人が入って、何

人か特定のところに訪問して、この項目全部についてお一人の方から

伺うという。 

前島公民館長  イメージしているのが、あまり業務の邪魔になってはいけないと思っ

ておりますので、様子を見る、あるいは、事前に何か書類とか、そうい

ったものを準備してもらうとかいうことを考えています。 

  訪問というのは北町センターを訪問するという話です。利用者じゃな

くて、スタッフに聞くと。委託がちゃんとできているかどうかという検

証というか評価ですので。 

神 島 委 員  そうですか。職員さんにですね。 

前島公民館長  利用者の方は、この利用者アンケートとでご意見をいただいたという

形にさせていただくということですね。 

神 島 委 員  これでね。だったら、やれないこともないですよね。何人かで伺うな

らね。 

前島公民館長  できると。まあ、日程さえいただくことが可能であればですけど。 

神 島 委 員  そうですね。期間が決まっているから、その中で。 

前島公民館長  １日だけに絞ろうと思っています。１時間から２時間。 

立 川 委 員  質問よろしいですか。 

藤井委員 長  はい。どうぞ。 

立 川 委 員  評価点というのは○・×・△程度なんですか。 

前島公民館長  そうですね。今、考えているのは、４段階ぐらいを考えていまして、

Ｓというのはつかないと思うんですけど、なかなか、仕様書の水準を超

えて、創意工夫や独自の取り組みを行っているみたいな。委託なので、

仕様書を超えてというのがなかなか難しいところがあるというのは、ま

あ、以前から今に至るも話が出るところなんで、なかなかＳはつかない

だろうと思っているところです。Ａが仕様書の水準どおり、期待どおり

の適正な運営が行われている。Ｂでおおむね適切に仕様書の水準運営が

されている。Ｃで仕様書に基づく水準を満たしておらず、改善が必要で

あるという、今、４段階をちょっと考えております。他市の例を見ると、

○とかＡぐらいしかなくて、実際の評価結果がほとんどわからないんで

す。あまり細かくしても、なかなかここの評価は難しいのかなと思いま

すので、４段階評価で十分と考えています。 

亘 理 委 員   ＮＰＯの理事に関係しているのは私だけじゃないでしょうか。 

前島公民館長  あと、正会員とか会員の皆様もやはり関係者として考えると、いかが 
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でしょうか。 

亘 理 委 員   ＮＰＯ自身でもするんですよね。 

前島公民館長  いいですか。そこがちょっと、この項目については、貫井北分館の評

価として自己評価してもらうということはあります。 

藤井委員 長  しかしこれ、評価はね、する側から見れば、結構、項目の中身の勉強

をしていかないと難しいですね。 

前島公民館長  いや、多分、自己評価を最初にやってもらうので、それをある程度こ

ちらで見れば、やっているかやっていないかというは、ある程度の判断

はできると思います。 

藤井委員長  まあ、そういう項目は、今の話でできるんでしょうけども、ぱっと見

て、例えば、ナンバー６番ね。 

  基本理念の理解はされているかという項目ね。残念ながらこのメンバ 

ーだって、皆さん方はご存じかもしれない。我々、当然勉強していかな 

いと。 

神 島 委 員  だからこれ、質問する側も気になるんですよ。 

前島公民館長  いや、もう当然わかっていらっしゃると思って。 

神 島 委 員   でね、まだ開館して半年ぐらいでしょ。もうちょっと時間をかけて、

私どもも利用をどんどんさせていただいて、利用者との接触がよかった

り、そういう中でそうよねって言いながら、概念的なものを捉えていけ

るようになったらですけど。ちょっとまだ、私どもの、あれこれ伺った

りしながら、利用者と、それを手探りするというのは、ちょっとまだ難

しいかなって、私は思うんですがね。 

前島公民館長  同感です。基本的な理念とか、考え方とか、そういうのはあると思う

んです。ただそれが、実際に運営していく中で、どう育っていくかとい

うのは、今、おっしゃるとおりあると思うんですけど。 

神 島 委 員   そうそう。 

前島公民館長  スタートの時点から理念を持ってやっていないと、やっぱりいけない

ことだから、こういう仕様書になっているわけなんですね。だから、や

っぱりそこはチェックしないといけない話だと。 

神 島 委 員   どうぞ、委員長さんに託しますので。 

山 田 委 員   質問ですけど。 

藤井委員長  はい、どうぞ。 

山 田 委 員   これ、時期的なものは何で今というか、例えば年度末とか、何かそう

いう評価を行う時期というのはあるんですか。これ、ちょっと、できて

まだ、そんなに。 

前島公民館長  １つは、これ、指定管理の例ですけど、年間で２回ぐらいやるとかい

うのがあるのと、それと、半年たったというところで、やはり市が、支

援しながらやっているＮＰＯなので、やっぱり評価しながら、評価は結

局こちらに、こちらというか、その後どうしたらいいんだというところ

につながっていくので。 

神 島 委 員   そうね。なるほど。 

前島公民館長  やっぱりやっていったほうがいい。 
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神 島 委 員   チェックする必要はあると思うんですけど、もう少し平たく事を運ん

でいただけないでしょうか。 

山 田 委 員   あと、委託仕様書の内容がちょっと、項目的なことしか書いていない

んですけども、どういうことか、それがわからないと。 

前島公民館長  それは一応あるんですけど、今日、お配りしなかったので。大体のこ

とはまとまってあるので、もし、ご協力いただけるんでしたらば、早目

にお示しして、そういう視点で見て、わからないところもあると思うん

ですよ、実際には。そういったところは市のほうも、フォローを入れな

がらやっていくというのがいいのかなと。皆さんと協力してやっていく

のがいいのかなと思っています。あと、何でこの時期にというのは、将

来的なことも考えて、この先、早目に、運営がうまくいっているという

ことであれば、また、その次のことを考えなければいけないので、そう

いうのも含めて、そんなに、もし、いいように運営されていれば、それ

はそういうことを先延ばしする意味もないだろうというのもあります

ので、そういうのも含めた考えですね。まあ、結果いかんにはなります

けども。 

神 島 委 員   よろしいですか。 

藤井委員長  はい、どうぞ。 

神 島 委 員   いわゆる、市が委託している事業を市民全体がかかわってやっていく

必要はあるとは思うんですが、やはりどういうふうにＮＰＯに託してや

っているかということは、役所側の仕事だと思うんです。小金井市の市

民団体の者がどうのこうの言わないほうが、かえってやりやすい部分が

あるのではないでしょうか。 

前島公民館長  よろしいですか。そうできれば一番、皆さんも楽ですし、私たちも楽

だとは思うんですが。今の時代はそうはいかないんですね。役所がやっ

ても、それは役所がやったことで、市民の視点が入っていないというこ

とで、これが非常に問題になるわけです。それはやはり、今、時代はそ

ういう流れになってきていますので、ここは必ず入っていただかない

と。せっかく公民館運営審議会がありますので、ぜひご協力いただくと

いうのが一番よろしいかと思います。 

佐々木副委員長  これは評価については、内規みたいのがあるんですか。 

前島公民館長  内規といいますと。 

佐々木副委員長  内規というか、例えば、社会教育法の３２条で、努めなければならな 

いと、まあ、努力義務になっていますよね。これを受けて、小金井市と

しては公民館の評価をこういうふうにやっていくとかという、そうい

う。 

前島公民館長  そういったものは現在のところはないですね。 

佐々木副委員長  ないんですか。そうすると、ほんとに任意にやるという感じなんです

ね。 

前島公民館長  そうです。委託の評価と考えていただいたら。 

佐々木副委員長  それは、仕様書の中に入っているのですか。この評価をすることが。 

前島公民館長  それは、実は載っかってなかったんです。すいません。 
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佐々木副委員長  そうですか。それでは、本当に自主的にやるという位置づけですね。 

前島公民館長  そういう形になっています。今、委託の評価、検証は、ＮＰＯ法人に

委託された東児童館とか、学校給食の関係で結構やっています。これか

ら多分、委託の検証結果を求められてくるのが、貫井北センターより数

ヶ月早く開館した市の施設「きらり」かと思われます。ただ、うちのほ

うが少々早目に動いているというところはあります。 

神 島 委 員   全然、協力体制はやらないんですね。 

佐々木副委員長  将来的なことですと、例えば、この評価によって、今後の委託の拡充 

とか、そういったことを想定しているわけですよね。 

前島公民館長  そうです。はい、そのとおりです。 

佐々木副委員長  まあ、それなりに大きな影響を与えるということですよね。 

前島公民館長  全員が必ずしもご都合がつくとは限らないですよね。それはもう、し

ようがないことだと。こちらからちょっと無理にとお願いすることもあ

りますので、日程つかなかった委員の方には大変申しわけないんです

が、ちょっと日程的なこともあったので、その委員の方達でやらせてい

ただくということを前提に、日程調整させていただくつもりでおりま

す。 

神 島 委 員   そしたら日時の設定を。何日の何時とかご提案いただければ。 

前島公民館長  それが、ここに書いてあるとおり、６日から１０日の間と考えており

ます。もし、今、手帳とかお持ちであれば、日程調整できてしまうんで

すけど。 

神 島 委 員  急に言われてもですよね、来週。むしろ役所で何日の何時からになる

と言っていただくと、それに合わせて何人か出ればいいんじゃないで

すか。 

前島公民館長  すみません、北のほうの都合もあるので。皆さんのご都合を伺ってか

ら、貫井北と日程調整をさせていただこうかと思っています。 

  まずは、この協力いただくことが可能かどうか。 

亘 理 委 員  ＮＰＯの監事をしております亘理ですけれども。その目線で言えば、

こういうところに公運審が入ってくるというのは、悪いことじゃない

と思います。様子はほんと見えてきませんので、ですからこういうこ

とはいいことだと思います。 

藤井委員 長  要は公運審委員として、この時間だったらあいていると思えばその時

間に行けばいいんですから皆さんが。ということでいいですよね。 

前島公民館長  はい。一応、念のため日程調整はちょっとさせていただいて、ご都合

つく日の時間帯の調査はさせていただいて、一番多く集まれそうなとこ

ろで、あと、北のセンターの都合もありますので。そこら辺を考えなが

ら決めたいと思いますが、基本的にご協力いただけるんでしたらば、ち

ょっとそこら辺の６日から１０日のどっかにちょっと入るということ

で、想定しておいていただければなと思います。 

藤井委員長  そうすると、この最後の文章を見ると、公運審議委員、市の評価って

書いていますね。ということは、考えれば、公運審のメンバーと、公民

館のメンバーが同時にヒアリングするというイメージですか。 
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前島公民館長  そうですね。一緒に行くというイメージですよね。 

藤井委員長  なるほどね。 

亘 理 委 員   １時間か２時間行って調べるわけですね。 

藤井委員長  だから、Ａという委員が個人、個人的にじゃないけども、全然違う時

間に行って、評価してこいという意味じゃないわけね。 

前島公民館長  そういう意味ではないです。 

藤井委員長  ないわけね。 

前島公民館長  はい。抜き打ちで行くわけではないので。一応。 

藤井委員長  企業の経理監査じゃないんですね。 

前島公民館長  とりあえず、今回は抜き打ちじゃないです。 

藤井委員長  そうすると、この時期皆さん方もいろいろお忙しいので、１～３回ぐ

らい設定していただき、この時期とこの時期とこの時期というふうなほ

うがいいんですかね。集まる日程を分散して決めてはどうですか。 

前島公民館長  あまり多く分散すると北分館の対応も大変になってしまうので、逆

に、集中していたほうがいいと思っています。ご都合が分散するようで

あれば、それは、日程調整させていただいたところで、また考えようか

と思っております。 

亘 理 委 員  とにかく、公運審でするのかしないのかを決めていただかないと。 

前島公民館長  ご協力いただけるかどうか。 

藤井委員 長  それでは、委員の皆さん、公運審委員として評価しますか。 

委 員 全 員         － はい。－ 

立 川 委 員  さっきも言いましたけど、ただ、表の中の項目で全体に色がついてい 

る部分も評価するんですか。 

前島公民館長  評価項目の白いところですね。 

立 川 委 員  ええ。 

前島公民館長  これはもう、受託者と市の関係者の評価対象部分と思っていますの

で、ここは結構です。 

神 島 委 員  わかりました。 

立 川 委 員  ここはいいですか。欄が黒っぽくなっているところだけで。 

前島公民館長  はい、そうですね。基本的には黒い、ちょっと色がついているとこだ

けです。 

神 島 委 員   私たちがやるところだけをやる。 

立 川 委 員  評価をするときは市と分かれて、公運審は公運審だけで集まって、評 

価を決めなければいけないですよね。 

前島公民館長  どうでしょう、そこら辺は。 

藤井委員長  そりゃそうでしょ。談合はあかんよ。 

立 川 委 員  だから、その日のうちに評価を決めるとしたら、別席で分かれてやり 

たいですよね。 

前島公民館長  そうですか。わかりました。 

藤井委員長  Ａにしようとか、Ｂにしようとかね。 

前島公民館長  それでは、日程を決めたいので、皆さんの都合を調査させていただい

てよろしいですか。何で調査しましょう。ファクスかメールか。表をつ
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くって流しますので、○・×つけてもらえますか。 

藤井委員長  そうしましょうか。 

前島公民館長  ちょっと、その調査は早急にやらせていただくので、お返事のほうも

早目にいただく必要があります。申し訳ないのですが。 

神 島 委 員   何か紙があれば書きますか。 

宮 澤 委 員   今ここで書いてしまいましょうか。 

山﨑庶務係長  今、ご用意いたします。 

       （各委員に日程表を配布し、都合を記入していただき、回収する。）        

山﨑庶務係長  ありがとうございました。後ほど、調整後決定した日程を皆様にご連

絡いたします。 

 

藤井委員 長  今日は大分、審議事項その他について、結構長時間に及びましたけど

も、まあ、ハンドブックの件と、最後の館長からの北センターのモニタ

ーの件は十分時間かけてやっていきたいと思います。来月の日程は。 

山﨑庶務係長  １０月の２３日の木曜日になります。会場はこちらで、午前１０時か

らでございます。 

藤井委員長  ２３日ね。はい、よろしくお願いします。 

山﨑庶務係長  その日は、福生市の公民館運営審議会の方達が午後貫井北センターに

視察にみえることになっております。 

藤井委員長  そうね。 

山﨑庶務係長  そちらにご協力いただける委員の方は、お忙しい折恐縮ですが、貫井

北センターで午後引き続き意見交換等がございますので、よろしくお願

いいたします。 

藤井委員長  それでは、本日はこれにて閉会とします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


